
更新
こうしん

された在留
ざいりゅう

資格
しかく

情報
じょうほう

（在 留
ざいりゅう

カード）は必
かなら

ず銀行
ぎんこう

に届
とど

け出
で

てください 

 

在留
ざいりゅう

期間
きかん

が経過
けいか

し、 在留
ざいりゅう

資格
しかく

を喪失
そうしつ

してしまったお客
おきゃく

さまは、預金
よきん

規定
きてい

にもとづき

銀行
ぎんこう

取引
とりひき

が制限
せいげん

される場合
ばあい

があります。口座
こ う ざ

開設
かいせつ

時
じ

にご案内
ごあんない

している下記
か き

の事項
じ こ う

について、

改めて
あらためて

ご確認
ごかくにん

をお願い
お ね が い

します。 

 

１．在 留
ざいりゅう

期間
き か ん

や在 留
ざいりゅう

資格
し か く

が変わった
か わ っ た

ときは、銀行
ぎんこう

に新しい
あたらしい

在 留
ざいりゅう

資格
し か く

情 報
じょうほう

（在 留
ざいりゅう

カード
か ー ど

）

を届け出て
と ど け で て

ください。 

 

２．在留
ざいりゅう

資格
しかく

情報
じょうほう

の届出
とどけで

方法
ほうほう

は、銀行
ぎんこう

窓口
まどぐち

・郵送
ゆうそう

ハガキ
はがき

などでご案内
ごあんない

しています。詳細
しょうさい

は当行
とうこう

ホームページ
ほーむぺーじ

｢
「

お客
おきゃく

さま 情報
じょうほう

の定期的
ていきてき

な確認について｣をご確認
ごかくにん

ください。 

【URL】https://www.ashikagabank.co.jp/policy/m_laundering_03.html 

 

３．預金
よきん

口座
こうざ

通帳
つうちょう

・キャッシュカード
きゃっしゅかーど

を他
ほか

の人
ひと

に貸す
かす

こと、売る
うる

ことは犯罪
はんざい

です。日本
にほん

で

の活動
かつどう

を終え
おえ

、自国
じこく

に帰る際
さい

には、必ず
かならず

銀行
ぎんこう

口座
こうざ

を解約
かいやく

してください。 

以上 


